
 

 

 

 

 A 学校特別支援加配 B 生活指導相談員 C 学校養護教諭補助員

 ●勤務施設 

　小学校・中学校・特別支援学校

●勤務施設 

小学校・中学校

●勤務施設 

小学校・中学校

 ●職務内容 

特別支援学級に在籍する児童・

生徒の活動支援や学習支援、介助

など

●職務内容 

特別な支援を必要とする児童・

生徒の活動支援など

●職務内容 

　養護教諭の補助や出張時の代替な

ど

 ●勤務時間 

1 日あたり７時間４５分の労働 

【月曜日～金曜日】 

8 時１5 分～１６時４５分 

※子どもの登校時間に合わせて早くなる

場合があります。 

※長期休業中の勤務原則無し

●勤務時間 

1 日あたり 7 時間４５分の労働 

【月曜日～金曜日】  

8 時１5 分～1６時４５分 

※子どもの登校時間に合わせて早くなる

場合があります。 

※長期休業中の勤務原則無し

●勤務時間 

1 日あたり 7 時間４５分の労働 

【月曜日～金曜日】　 

 8 時１5 分～1６時４５分 

 ※長期休業中の勤務原則無し

 ●賃金  

①教員免許をお持ちの方 

時間給　1,162 円 

②免許なし　　時間給　1,061 円

●賃金  

①教員免許をお持ちの方 

時間給　1,162 円 

②免許なし　　時間給　1,061 円

●賃金 

 時間給　1,162 円 

（養護教諭免許または看護師免許が

必須）

 
D 学校看護師 E スクール・サポート・スタッフ F 学校調理員

 ●勤務施設 

　小学校・中学校・特別支援学校

●勤務施設 

小学校・中学校・特別支援学校

●勤務施設 

小学校・特別支援学校

 ●職務内容 

　医療的ケアが必要な子どもへの

対応など

●職務内容 

　教職員が行う事務作業の補助

●職務内容 

　学校給食の調理補助

 ●勤務時間 

1 日あたり 7 時間４５分程度の労働 

【月曜日～金曜日】 

8 時１５分～16 時 45 分 

※子ども登校時間に合わせて早くなる場

合があります。 

※長期休業中の勤務原則無し

●勤務時間 

1 日あたり４時間程度の労働 

【月曜日～金曜日】  

　８時１５分～１６時４５分の間

で４時間程度

●勤務時間 

1 日あたり７時間の労働 

【月曜日～金曜日のうち２日程度】 

　8 時１５分～１６時 00 分 

※給食のない日は勤務原則無し

 ●賃金  

時間給　1,773 円 

（看護師免許が必須）

●賃金  

時間給　1,004 円 

（資格は問いません）

●賃金  

時間給　1,004 円　 

（資格は問いません）

市立の小学校・中学校・特別支援学校 に勤務する

パートタイム会計年度任用職員を募集
※賃金は令和 5年 4月 1日現在の金額です。



＊ご応募については、お気軽にお問い合せください！！ 

川西市教育委員会事務局　教育推進部　教育保育職員課 

TEL ０７２-７４０-１２４２

 
G 学校図書館司書 H 学校日直代行員 I 校務員

 ●勤務施設 

小学校・中学校

●勤務施設 

小学校・中学校・特別支援学校

●勤務施設 

小学校・中学校・特別支援学校

 ●職務内容 

　 図書室に関する業務

●職務内容 

休日の日直業務

●職務内容 

　 学校の校務に関する業務

 ●勤務時間 

1 日あたり５時間 15 分の労働 

【月曜日～金曜日のうち 

　　　　１日程度】　

8 時１５分～16 時４５分の間

で６時間 

※長期休業中の勤務原則無し

●勤務時間 

1 日あたり７時間４５分の労働 

【土曜日又は日曜日】 

 

8 時 15 分～16 時 45 分 

　　※多少前後する場合があります。

●勤務時間 

1 日あたり７時間４５分の労働 

【月曜日～金曜日のうち４日程度】　

　 

8 時１５分～1６時４５分 

※早くなる場合があります

 ●賃金  

時間給　1,004 円　 

（資格は問いません）

●賃金　 

時間給　1,004 円　 

（資格は問いません）

●賃金 

時間給　1,366 円 

（資格は問いません）

 
パートタイム会計年度任用職員・共通の事項について

  

任用期間　　会計年度（最長４月１日～翌３月３１日）（採用後１ヶ月は試用期間） 

　給与支給　　月末締め、翌月２０日支給 

　通 勤 費　  規定により支給（但し、片道 2km 以上） 

　一 時 金　  週 15 時間 30 分以上の勤務より支給対象（6 月・12 月） 

　有給休暇　　基準に基づき付与 

　社会保険　　(条件を満たした場合)健康保険・厚生年金保険・雇用保険を適用 

　　(全員)災害補償（労災保険等）を適用 

　兼業許可　　申請することで、兼業（営利企業従事）可能 

ただし、本市と兼業先の労働時間合計が、１日あたり８時間以内かつ 

週あたり 40 時間以内（労働基準法の規定による）であること。 

本市と直接の利害関係にないこと等の条件があります。　　 

　　


